
ここで問題！ 

家賃 50,000 円の場合住宅手当はいくらになるで

しょう？ 

※正解は最後のページへ！ 

                                   令和７年 11月号（Vol.59） 

 

美郷町共同学校事務室よりお役立ち情報をお届けします 
                                       
温かい鍋料理が恋しい季節になりました。 

寒さに負けず、今年残りの業務を頑張っていきましょう

 

～給与明細書の見方～ 

 
今年度のスクールサポート便りでは、給与明細書の見方について特集しています。第６回目は「住居手当」についてです。 

 

概要：自ら居住するための住宅又は単身赴任手当支給期間中の配偶者等の居住するための住宅を借り受け、一定額（16,000 円）を超える家賃又は間代を支

払っている職員に支給される手当です。 

※住宅は、職員の生活の本拠となっているものの一つに限られます。 

 

適用除外 

・公舎（準ずるものを含む）、共済住宅に居住している職員 

・配偶者、父母（配偶者の父母含む）のうち、扶養親族以外の者が所有し、又は借り受けている住宅を借り受け、そこに同居している職員 

・同居している配偶者（職員である者に限る）の扶養親族が所有する住宅に居住する職員 

 

支給額 

① 職員の居住する借家・借間の場合（100 円未満切捨て） 

・月額 27,000 円以下 家賃額―16,000 円 

・月額 27,000 円超え、61,000 円未満 （家賃額―27,000 円）×1/2＋11,000 円 
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・月額 61,000 円以上 28,000 円 

② 配偶者等の居住する借家・借間の場合 

・①により算出される額の 1/2 の額 

※①と②の両方の手当を支給される職員の支給額は、それぞれの合計額となる。 

〇家賃について：家賃の額が明確でないときの家賃に相当する額は以下のとおりです。 

・食費が含まれている場合 40/100 に相当する額 

・光熱水費が含まれている場合 90/100 に相当する額 

・共益費、駐車場代は家賃に含めない 

 

その他：新規や住居の変更、契約関係の変更（更新を含む）、家賃額の改定、契約解除の際は届出が必要です。 

証明書類等も必要ですので、事務職員に必要な添付書類をお聞きください。 

 

 

〈美郷町産 秋のくだもの「あけび」〉 
 

秋といえば食欲の秋、実りの秋！ということで、おいしいものがたくさんありますよね。 

そんな中、美郷町にお住いの K 先生が、学校に「あけび」を持ってきてくれました。 

ご存じの方も多いかとは思いますが、一応紹介すると、あけびは日本の山地に自生する植物で、 

その果実を食することができます。 

南郷の事務職員２名は、実際に口にするのは初めてだったので、ひとことで感想を記しておきます。 

 

職員 A：不思議な味でした。 

職員 B：種が多くて可食部が少ないけど優しい甘さです。 

 

おいしいのかおいしくないのか分かりにくい評価ではありますが、言葉で説明するより食べてもらうのが一番だと思いますので、気になる方はチャレンジ

してみてください。 

ちなみに、写真は小さめのあけびです。市街地に住んでいると実際に見たことや食べたことがない人も多いのではないでしょうか。 

きっと知らないだけで、美郷町で何気なく目にする景色の中には食べられるものがたくさんあるのかもしれないですね。 



１０月１８日（土）に南郷の神門神社で秋祭り

が行われました！ 

美郷南学園の先生５名が、舞踊隊として参加し

ました！ 

地域の行事に積極的に参加することで交流を

深めることができます。 

今後行われる行事等にもぜひ参加してみてく

ださい♪ 

 

◎今年度の特集一覧 

第１回目 ５月号   「調整額と教職員調整額」について 

第２回目 ６月号   「期末勤勉手当と住民税」について 

第３回目 7・8 月号 「特殊業務手当」について 

第４回目 ９月号   「扶養手当」について 

第５回目 10 月号  「共済制度による控除」について 

 

また、１２月１０日（水）は期末勤勉手当（ボーナス）の支給日です。 

 

さらに詳細について知りたい場合や、その他ご不明な点等がございましたら 

各校事務職員まで遠慮なくお尋ねください！ 

 
 

 

  

 

 

令和７年 11月 25日発行  発行者 美郷町共同学校事務室 

 

URL: https://forms.gle/B8noPEzoXcV4zTau9 

 

美郷町スクールサポート便り・HPのアンケートについて 

９月号から、より読みやすく、わかりやすく、様々な情報をお届けするためにアンケートを実施しています。 

回答にご協力いただいた方、ありがとうございました。 

今月も下記の URL か右の QR コードより回答していただけると助かります。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

1ページ目の答え：22,500円 

解説：月額 27,000円超え、61,000円未満であるため、 （家賃額―27,000円）×1/2＋11,000円の式を適応。 

50,000円を家賃額にあてはめ、（50,000円―27,000円）×1/2＋11,000円=22,500円となります。 

https://forms.gle/B8noPEzoXcV4zTau9

